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市第54号議案

　　　平成30年度横浜市一般会計補正予算（第１号）

平成30年度横浜市の一般会計補正予算（第１号）は、次に定めるとこ

正後の歳入歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。

　る。

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補

ろによる。

　（歳入歳出予算の補正）

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 4,015,976 千円を追加

し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 1,734,023,145 千円とす

　（市債の補正）

　　　平成30年９月11日提出

横 浜 市 長　　　林　　　文   子

第２条　市債の変更は、「第２表　市債補正」による。

　　　提　案　理　由

　総合企画費等を補正したいので提案する。
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第１表　歳入歳出予算補正

  　歳  　　入

補 正 前 の 額 計

18 国 庫 支 出 金 303,431,596 1,776,237 305,207,833

2 国 庫 補 助 金 41,525,302 1,776,237 43,301,539

21 寄 附 金 1,169,474 73,762 1,243,236

1 寄 附 金 1,169,474 73,762 1,243,236

23 繰 越 金 1 1,595,977 1,595,978

1 繰 越 金 1 1,595,977 1,595,978

25 市 債 171,633,000 570,000 172,203,000

1 市 債 171,633,000 570,000 172,203,000

1,730,007,169 4,015,976 1,734,023,145

款 項

歳 入 合 計

補 正 額

千円 千円千円
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補 正 前 の 額 計

8 環 境 創 造 費 37,354,926 60,000 37,414,926

2 総 合 企 画 費 1,738,192 60,000 1,798,192

10 建 築 費 24,288,787 100,000 24,388,787

1 建 築 指 導 費 12,179,361 100,000 12,279,361

11 都 市 整 備 費 23,318,574 1,558,140 24,876,714

1 都 市 整 備 費 23,318,574 1,558,140 24,876,714

13 港 湾 費 21,040,202 695,050 21,735,252

1 港 湾 管 理 費 8,076,915 295,050 8,371,965

2 港 湾 整 備 費 12,963,287 400,000 13,363,287

15 教 育 費 255,528,892 570,000 256,098,892

8 教育施設整備費 30,831,689 570,000 31,401,689

17 諸 支 出 金 185,868,312 1,032,786 186,901,098

1 特別会計繰出金 185,868,312 1,032,786 186,901,098

1,730,007,169 4,015,976 1,734,023,145

  　歳  　　出

款 項 補 正 額

歳 出 合 計

千円 千円千円



市第54号　

  32  

　第２表　市 債 補 正

限度額 起債の方法 利率 償還の方法 限度額 起債の方法 利率 償還の方法

千円 ％ 千円 ％

地 域 整 備 費 2,132,000 2,357,000

ふ 頭 整 備 費 717,000 892,000

市 街 地 開 発
事 業 費
会 計 繰 出 金

209,000 379,000

計 171,633,000 172,203,000

5.0

以内

ただ

し、

外国

通貨

によ

り、

発行

する

場合

は、

9.0

以内

　起債年度

の翌年度か

ら据置期間

を含め、30

年以内に償

還する。た

だし、本期

間中、未償

還額の範囲

内において

借り換える

ことができ

る。

　公的資金

を借り入れ

る場合は、

その融通条

件による。

起債の目的
補　　　　　　　正　　　　　　　前 補　　　　　　　正　　　　　　　後

　市債証券の

発行または普

通貸借の方法

による。

　起債の時期

は平成30会計

年度。ただし、

その全部また

は一部を翌年

度以後に繰り

越し、起債す

ることができ

る。

　外国通貨に

より起債する

場合には、そ

の限度額は、

前記金額の全

部または一部

を、起債日に

おける外国為

替相場で換算

した金額によ

ることができ

る。また、こ

の場合におい

て、市債証券

を紛失または

滅失したもの

に交付するた

め必要あると

きは、限度額

欄に規定する

もののほか、

市債証券を発

行することが

できる。
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